
習志野市防犯カメラ設置費補助事業申請におけるガイドライン 

補助金の申請を予定している団体は、本書を確認し、書類等に不備がないようご注意ください。 

 

本補助金申請における申請の流れ（★は申請者による対応、○は市による対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★補助金を受けようとする年度の前年度９月末までに 

（１）習志野市防犯カメラ設置費補助事業事前協議書の提出 

★補助金を受けようとする年度の６月までに提出 

（２）習志野市防犯カメラ等設置費補助金交付申請書の提出 

★市からの補助金等交付決定日以降 

（３）防犯カメラ設置工事着手 

★本事業完了から２０日以内あるいは１月末のどちらか早いほう 

（４）習志野市防犯カメラ設置費補助事業実績報告書の提出 

○市から申請者へ送付 

習志野市防犯カメラ設置費補助事業協議結果通知書の送付 

○市から申請者へ送付 

習志野市防犯カメラ等設置費補助金交付決定通知書の送付 

○市から申請者へ送付 

補助金等確定通知書の送付 

★確定通知書の送付があり次第 

（５）補助金等交付請求書の提出 



 

（１）習志野市防犯カメラ設置費補助事業事前協議書の提出 

当補助金を利用し、防犯カメラを設置することが決定したら補助金の交付を申請する年度の前年

度の９月末までに下記の書類を提出してください。 

 

 提出書類 注意事項 

1 習志野市防犯カメラ設置費補助事業協議書 

（第１号様式） 

※補助条件を確認してください。 

2 防犯カメラ設置事業計画書  

3 地域団体の規約等  

4 地域団体の役員名簿  

5 防犯カメラ配置予定図 防犯カメラの撮影方向や設置場所がわか

るものを提出してください。 

6 防犯カメラ設置費見積書 ・宛名は助成金を申請した町会・自治会名

としてください。 

・見積書の内訳がわかるものを提出してく

ださい。 

7 防犯カメラの仕様書 補助対象は、２００万画素以上の防犯カメラ

となります。 

8 その他市長が必要と認める書類  

 

※当補助金の交付を受けるには、以下条件を全て満たす必要があります。 

・他に補助金等を受けていないこと 

・ゴミ集積所の監視等、特定の施設を監視する目的で設置したものでないこと 

・撮影範囲の２分の１以上の面積が公道（不特定多数の人が通行する私道を含む）であること。 

・設置する防犯カメラの画素数は、２００万画素以上であること。 

 

 

（市から申請者へ）事前協議完了結果通知書の送付 

提出のあった習志野市防犯カメラ設置費補助事業協議書の審査が終了したら市から事前協議完

了結果通知書を発送します。発送時期は申請者数により異なりますが、補助金を受けようとする年

度の前年度の１０月から１１月頃を予定しています。 

 

 

 



（２）習志野市防犯カメラ等設置費補助金交付申請書の提出 

事前協議完了結果が承認の場合には、補助申請年度の５月末までに下記の書類を提出してくださ

い。 

 

 提出書類 注意事項 

1 習志野市防犯カメラ設置費補助事業補助金

等交付申請書（様式３） 

当補助金の交付条件を確認してください。 

2 防犯カメラ設置事業計画書  

3 防犯カメラ設置及び運用規程 防犯カメラ設置の手引き１６ページを参考

に町会自治会等で作成してください。 

4 防犯カメラ配置予定図  

5 防犯カメラの概ねの撮影範囲がわかる写真  

6 防犯カメラ設置費見積書 ・宛名は助成金を申請した町会・自治会名

としてください。 

・見積書の内訳がわかるものを提出してく

ださい。 

7 防犯カメラの仕様書  

8 その他市長が必要と認める書類  

※項番２、４、５、６、７は、事前協議時から変更がない場合は、提出は不要です。 

 

（市から申請者へ）交付決定通知書の送付 

提出のあった習志野市防犯カメラ設置費補助金交付申請書の審査が終了したら市から交付決定

通知書を発送します。発送時期は８月中を予定しています。 

 

 

（３）防犯カメラ設置工事着手 

交付決定を受けた町会自治会等は、防犯カメラ設置工事に着手してください。 

防犯カメラを設置している旨の表示の看板には、設置者名（町会自治会等名）を入れてください。 

市の交付決定を受ける前に防犯カメラの購入や工事に着手した場合、不交付となりますのでご注

意ください。 

１月末までに補助事業（支払いを含む）を終了させてください。 

 

（４）習志野市防犯カメラ等設置費補助金実績報告書の提出 



１月末までに補助事業（支払いを含む）を終了してください。補助事業の完了の日から起算して２０

日を経過した日または１月末のいずれか早い期日が提出期限となります。 

 

 提出書類 注意事項 

1 防犯カメラ設置事業実績報告書(第４号様

式) 

 

２ 防犯カメラ配置図  

３ 防犯カメラ設置後の現場写真 防犯カメラとカメラの設置を示す看板が映

っているもの、また、看板の内容がわかるも

のを提出してください。 

４ 設置した防犯カメラにより撮影された画像 補助条件を確認してください。 

５ 補助対象経費に係る費用を支払ったことを

証する書類及びその内訳書 

・宛名は助成金を申請した町会・自治会名

としてください。 

・支払った費用の内訳がわかるものを提出

してください。 

６ 防犯カメラ設置に係る契約書の写し 発注した日がわかるものを全て提出してく

ださい。（例）発注依頼書や注文書等 

７ その他市長が必要と認める書類  

 

 

（市から申請者へ）確定通知書の送付 

提出のあった習志野市防犯カメラ設置費補助金実績報告書の審査が終了したら市から補助金等

確定通知書を発送します。 

 

（５）補助金等交付請求書の提出 

確定通知書の送付と併せて、補助金等交付請求書を送付しますので、振込先の口座情報を記入

いただき、口座の写しとともにご提出ください。 

 


